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№ 議案番号 件          名 頁 

1 第 48号議案 吉川市手数料条例等の一部を改正する条例 1 

2 第 49号議案 工事請負契約の締結について 5 
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第４８号議案 

   吉川市手数料条例等の一部を改正する条例 

 （吉川市手数料条例の一部改正） 

第１条 吉川市手数料条例（平成１２年吉川市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の額 

略 

２ 住

民関

係 

(1)～(18) 略 

 

略 

 

略 

  

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の額 

略 

２ 住

民関

係 

(1)～(18) 略 

(19) 規則で定める個

人番号カードの交付 

略 

１件につき

 ８００円 

略 

  

 

 （吉川市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 吉川市個人情報保護条例（平成１２年吉川市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
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 (1) 略 

 (2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）第２条第２項

に規定する個人識別符号をいう。 

 

 (3) 要配慮個人情報 個人情報の保護に関する

法律第２条第３項に規定する要配慮個人情報

をいう。 

 (4)～(12) 略 

２ 略 

 

 （保有個人情報の提供先への通知） 

第３３条 実施機関は、第３０条第１項の決定に

基づく保有個人情報の訂正の実施（前条の規定

により準用された第２４条第３項前段の規定に

よる実施を含む。）をした場合において、必要

があると認めるときは、当該保有個人情報の提

供先（情報提供等記録にあっては、内閣総理大

臣及び番号法第１９条第８号に規定する情報照

会者若しくは情報提供者又は同条第９号に規定

する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務

関係情報提供者（当該訂正に係る番号法第２３

条第１項及び第２項に規定する記録に記録され

た者であって、当該実施機関以外のものに限

る。））に対し、遅滞なく、その旨を書面によ

り通知するものとする。 

  

 (1) 略 

 (2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

８号）第２条第３項に規定する個人識別符号

をいう。 

 (3) 要配慮個人情報 行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律第２条第４項に規定

する要配慮個人情報をいう。 

 (4)～(12) 略 

２ 略 

 

 （保有個人情報の提供先への通知） 

第３３条 実施機関は、第３０条第１項の決定に

基づく保有個人情報の訂正の実施（前条の規定

により準用された第２４条第３項前段の規定に

よる実施を含む。）をした場合において、必要

があると認めるときは、当該保有個人情報の提

供先（情報提供等記録にあっては、総務大臣及

び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者

若しくは情報提供者又は同条第８号に規定する

条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係

情報提供者（当該訂正に係る番号法第２３条第

１項及び第２項に規定する記録に記録された者

であって、当該実施機関以外のものに限

る。））に対し、遅滞なく、その旨を書面によ

り通知するものとする。 

  

 

 （吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第３条 吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年吉川市
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条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「法」とい

う。）第９条第２項の規定に基づく個人番号の

利用及び法第１９条第１１号の規定に基づく特

定個人情報の提供について必要な事項を定める

ものとする。 

 

 （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定

個人情報を提供することができる場合は、別表

第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に

掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務

を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる

特定個人情の提供を求めた場合において、同表

の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提

供するとき及び法別表第２の第１欄に掲げる市

の機関が、当該市の機関以外の同表の第３欄に

掲げる市の機関に対し、同表の第２欄に掲げる

事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲

げる特定個人情報の提供を求めた場合におい

て、同表の第３欄に掲げる市の機関が当該特定

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「法」とい

う。）第９条第２項の規定に基づく個人番号の

利用及び法第１９条第１０号の規定に基づく特

定個人情報の提供について必要な事項を定める

ものとする。 

 

 （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１０号の条例で定める特定

個人情報を提供することができる場合は、別表

第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に

掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務

を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる

特定個人情の提供を求めた場合において、同表

の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提

供するとき及び法別表第２の第１欄に掲げる市

の機関が、当該市の機関以外の同表の第３欄に

掲げる市の機関に対し、同表の第２欄に掲げる

事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲

げる特定個人情報の提供を求めた場合におい

て、同表の第３欄に掲げる市の機関が当該特定
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個人情報を提供するときとする。 

２ 略 

  

個人情報を提供するときとする。 

２ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。ただし、第２条中吉川市個人情報保護条

例第２条第１項第２号及び第３号の改正は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律（令和３年法律第３７号）附則第２条の規定の施行の日から施行する。 

  令和３年７月８日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 デジタル庁設置法（令和３年法律第３６号）及びデジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）の公布により、吉川市手数料条例（平

成１２年吉川市条例第６号）に定める個人番号カードの再交付手数料の削除等、所要の改

正を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第４９号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  旭小学校・栄小学校トイレ改修工事 

２ 工事場所  吉川市大字南広島１９４０番地他１箇所 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和３年１２月２４日まで 

４ 請負金額  １９８，６０５，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県春日部市豊野町二丁目３２番地１９ 

        氏名又は名称 正和工業株式会社 

        代表者職氏名 代表取締役 横田生樹 

  令和３年７月８日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 旭小学校・栄小学校トイレ改修工事の請負契約を締結したいので、吉川市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２

条の規定により、この案を提出するものである。 


